
 

 

 

 今年 10月から、日本年金機構の一部の届出様式が変

更となっています。対象となる主な届書は、適用事業所

名称/所在地変更届、育児休業等取得者申出書/終了届、

産前産後休業取得者申出書/変更届、等です。 

 変更後の届書は日本年金機構のホームページからダ

ウンロードできます。 

 

 

 来年１月から協会けんぽの各種申請・届出書の様式が

変更されます。傷病手当金支給申請書、高額療養費支給

申請書、出産手当金支給申請書などの給付関係の様式に

加えて、任意継続関係、被保険者証再交付関係など、多

くの書式が変わります。現在の様式も引き続き使用でき

ますが、新様式に比べて事務処理に時間を要することが

あります。  

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/ 

 

 

 今年 10月１日以降にハローワークで失業給付等の受

給資格決定をされた方について、希望すれば、マイナン

バーカードによる失業認定手続きができるようになり

ました。 

 これまで、失業の認定等の際には、顔写真を貼付した

雇用保険受給資格者証で本人確認や処理結果の通知を

していましたが、マイナンバーカードによる本人認証を

活用することで、顔写真や受給資格者証が不要となりま

す。この取り扱いを希望する場合、受給資格者証は発行

されず、各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」

に印字され、手続の都度、交付されます。 

 教育訓練給付金についてもマイナンバーカードで本

人認証ができるようになりました。 

 ただし、マイナンバーカードによる失業認定等の手続

を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等

による失業認定手続きに変更することはできません。 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0

032.pdf 

  

 

 雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は、

今年 12月以降は原則として通常の対応に戻すことを決

めました。ただし、業況の厳しい事業主については一定

の経過措置が設けられます。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098

.pdf 

 小学校休業等対応助成金・支援金についても、助成率

は維持、日額上限額の特例は廃止で、令和 5 年 3 月ま

で延長される予定です。 

 

 

 家村が今月、公共職業訓練の経営管理実務科の就職支

援授業で特別講義を行う予定です。柏本も今年 10月に

開始した 6 か月間の公共職業訓練の講師を務めていま

す。 

 

 

 弊所では新型コロナウイルス感染対策として、職員の

シフトを見直し対応しております。引き続き、ご相談や

お問合せはメールまたは家村携帯 09035225025までお

願いします。ZoomやWebex等にも対応しております。 

年末年始休業のお知らせ 

弊所は 12月 29日(木)～1月 5日（木）まで 

年末年始休業とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

緊急の場合はいつでも上記 

家村携帯までご連絡ください。 
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